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松原 稔
Minoru Ｍatsubara

りそなアセットマネジメント株式会社
執行役員 責任投資部長

1991年りそな銀行入行、以降一貫して運用業務に従事。投資開発室及び公的資金運用部、年金信託運用部、信託財産運
用部、運用統括部、アセットマネジメント部で運用管理、企画、責任投資を担当。2020年１月りそなアセットマネジメント株式会
社責任投資部長、2020年4月より現職。
経済産業省「サステナブルな企業価値創造のための長期経営・長期投資に資する対話研究会（ＳＸ研究会）」委員」。日本
国際博覧会協会「持続可能性有識者委員会」委員等多数。
日本証券アナリスト協会検定会員、日本ファイナンス学会会員

主な書籍
・日弁連ESGガイダンスの解説とSDGｓ時代の実務対応 共著 商事法務 2019.6
・NBL（New Business Law） 腐敗防止強化に向けた企業と投資家の対話のあり方 ――贈賄防止アセスメントツールの
意義と活用方法を中心に 商事法務 2018.4 他

メールアドレス
自宅用：mmats0812@gmail.com
会社用：minoru.b.matsubara@resona-am.co.jp

自己紹介
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情報提供

長期資金の流れ
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当社概観
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第１部：投資家における「ビジネスと人権」の関心の高まり

目次

第２部：企業の「ビジネスと人権」への取り組みへの期待

第３部：りそなアセットマネジメントの責任投資の取組
（人権課題を中心に）
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第１部.投資家における「ビジネスと人権」
の関心の高まり
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PRI年次総会/重点課題の変遷
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CHRB

投影のみ
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Know The Chain

投影のみ



9

2021年度に重視しているエンゲージメントテーマ

投影のみ
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ESGインテグレーションにおける非財務情報の有用性

投影のみ
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第２部.企業の「ビジネスと人権」
への取り組みへの期待
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何故、企業は人権課題へ取り組む必然性があるのか？

「人権リスク」はもともとは人へのリスクのことではない。人
々の権利が侵害されるリスクを放っておくと結果として企業へ
のリスクとなるからである
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人権課題にかかるPDCA

ト
ッ
プ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

人権方針

・倫理要綱
・国際人権基準の有無
・意思決定レベル
・リスクの高い国や地
域で事業する場合の企
業のスタンス
・実施体制
・社内研修方針

評価と改善

・リスク評価
・調達コード
・外部監査
・研修実績
・多様性尊重と確保
・人権報告

救済と対応

・グリーバンス
メカニズム

・ステークホルダー
ダイアログ

PDCA

情報開示と社内外への浸透

Point1 Point2
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特に注目すべきポイント①：人権デューディリジェンス 継続的取組み

出所：OECD「責任ある企業行動のためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」21頁
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特に注目すべきポイント②：グリーバンス（救済）メカニズム
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対話救済ガイドラインへの活用（コレクティブアクション）
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対話ポイント：投資家の人権課題フォーカスポイント（１）

Ⅰ.人権方針
・人権方針の有無
・国際人権基準の有無（世界人権宣言やILOの中核的労働基準、国連ビジネスと人権指導原則など）
・海外展開の場合）国際人権基準が守られないリスクの高い国・地域で事業する場合の企業のスタンス
・方針においてその実施体制の有無
・社内研修の実績
・人権報告書の有無

Ⅱ．サプライチェーン
・サプライヤーへの言及の有無
・調達方針・行動規範等の遵守への対応の有無
・サプライヤーへの確認の有無（監査のタイミング等）
・サプライヤー監査の公表の有無

Ⅲ．人権DD

人権DDの有無とプロセス
結果の公表の有無

Ⅳ．児童労働
対応策

Ⅴ．強制労働
対応策
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対話ポイント：投資家の人権課題フォーカスポイント（２）

Ⅵ．安全衛生
対応策

Ⅶ．環境
対応策（生産過程等における環境汚染、有害化学物質使用等）

Ⅷ．技能実習生
サプライヤーを含むビジネスパートナーに、外国人技能実習生を雇用しているか
有りの場合、人権侵害防止策の有無

Ⅸ．生活賃金
サプライヤーを含むビジネスパートナーへの生活賃金（Living Wage）の保障のための対策

Ⅹ．差別・ハラスメント
性別や国籍・人種による差別・ハラスメントを禁止する規程、障がい者に対する合理的配慮に関する規程

の有無

Ⅺ．是正プロセス
（サプライヤー含む）人権問題が判明した場合の対応

Ⅻ．救済
グリーバンスメカニズムの有無
有の場合、どこまでの範囲で利用できるのか
有の場合、言語の種類
有の場合、手続きの利用についての公開性

投資家との対話、あるいはステークホルダーとの対話

（投資家（もしくはステークホルダー）と対話の有無、しているなら、どのくらいのタイミング
で、どのような対話をして、その結果をどのように経営にフィードバックしているかについて）
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第３部：りそなアセットマネジメント
責任投資の取組（人権課題を中心に）
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りそなアセットマネジメントのアイデンティティー
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りそなアセットのあるべき経済システムとエンゲージメント
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マテリアリティマッピングと人権課題
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マテリアリティマッピングへの時間軸追加

Part1

Part2
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最近の地政学リスクから感じること・・・

世界はこのシナリオに向かおう
としている。
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当社の取組事例：シナリオ分析/インクルーシブな社会経済/人権問題
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マテリアリティに基づくエンゲージメントアジェンダ設定
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エンゲージメントレポート
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投資家によるルール主導型市場形成
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りそなアセットマネジメントが参加する世界の協働エンゲージメント
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ESGを経営の根幹に据える理由

10年前には社会的に善いことと利益とは相反していた。

現在はそれらを両立させることが可能な時代になっている。

そして10年後は、それらが両立できていなければ、誰も働いてくれず、社
会から望まれない会社になる。

（オランダの大手総合化学メーカー/ロイヤルDSMの前CEO フェイケ・シーベスマ氏の退任時メッセージ）

同社は経営トップがサステナビリティ分野のルール作りに積極的に関与する一方で、炭素税
の創設などを見越して樹脂分野では、植物由来で造るバイオプラスチック素材の準備を進め
ている

出所）森・濱田松本法律事務所編「ルール・チェンジ 武器としてのビジネス法」より筆者加筆


